
千葉看護学研究科 出願資格

① 大学（学校教育法第８３条に定める大学をいう。以下同じ）を卒業した者又は令和３年３月

末までに卒業見込みの者。

② 学校教育法第１０４条第４項の規定に基づき学士の学位を授与された者、又は令和３年３

月末日までに授与される見込みの者。

③ 外国において学校教育における１６年の課程を修了した者。

④ 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより、　

当該外国の学校教育における１６年の課程を修了した者。

⑤ 我が国において、外国の大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度におい

て位置づけられた教育施設にあって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を　

修了した者。

⑥ 専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であること、その他の文部科学大臣が定める

基準を満たすものに限る）で文部科学大臣が別に指定するものを、文部科学大臣が定め

る日以後に修了した者。

⑦ 文部科学大臣の指定した者（昭和２８年文部省告示第５号）。

⑧ 本大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力が

あると認めた者。

※ ⑧に該当する者は、出願資格審査を受けること。




